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狭山事件の第三次再審請求で弁護団が提示した 11 人の鑑定人尋問と万年筆インクに関わる鑑定を認め、 

事実調べ、再審への道を開いてください。 

 

本日、キリスト教団体・教派代表による「キリスト者による狭山要請行動」として東京高裁に参りました。私た

ちキリスト者は、2016 年の部落差別解消推進法の趣旨を踏まえ、それぞれの団体・教派で、部落差別をなくす調

査研究、教育啓発、相談などに取り組んでいます。本件の狭山事件についても、単に冤罪というだけなく、部落

差別に基づく冤罪という観点からも取り組んでまいりました。 

 

 第 3 次再審請求を東京高裁に申し立てて 18 年が経過しましたが、その間に石川さんの無実を証明する証拠 273

点が東京高裁に提出されています。 

 スコップに付着した土の鑑定、脅迫状と石川さんが書いた上申書の筆跡の違いを解析したコンピューターによ

る筆跡鑑定などは、極めて重要な証拠です。特に蛍光 X 線分析によって、石川さんの家から発見された万年筆の

インクと被害者の万年筆のインクが、同じものではないことを証明した新証拠は重要です。この鑑定は再審に関

して決定的な意味を持ちます。貴庁は、インクを補充して混ぜた場合、インクが凝固しクロム元素が検出されな

い可能性を主張していますが、弁護団提出の元科捜研技官の実験報告書により、その「可能性」は否定されてい

ます。事実に基づいて判断をするため、もう一度、鑑定の実施を検討してください。 

 

 狭山事件では 1974 年の無期懲役の判決以来およそ半世紀もの間、一度も事実調べが行われていません。再審

を申し立てている石川一雄さんはすでに 85 歳です。 

新規かつ明白な証拠が出された以上、事実調べをすべきです。貴庁は事実調べを支持し、そして、高等裁判所

において再審開始の決定が出された場合には、不服申立てを行わず、速やかな再審の実現を図ってください。 

 


